
序

甲
骨
文
は
、
一
般
的
に
は
占
い
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、

一
部
の
研
究
者
は
そ
れ
に
反
対
す
る
説
を
唱
え
て
い
る
。「
占
い
」
と
い
う
語
は

あ
る
程
度
の
幅
を
持
っ
た
概
念
で
あ
り
、
例
え
ば
『
広
辞
苑
』
は
「
占
象
（
う
ら

か
た
）
に
よ
っ
て
神
意
を
問
い
、
未
来
の
吉
凶
を
判
断
・
予
想
す
る
こ
と
」
と
説

明
す
る
が
、
甲
骨
文
が
占
い
か
否
か
と
い
う
研
究
で
は
、
甲
骨
文
の
「
貞
」
字
以

下
が
、
将
来
に
対
す
る
疑
問
を
問
い
か
け
、
そ
れ
に
対
す
る
答
え
を
得
よ
う
と
し

た
も
の
か
否
か
が
論
点
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
も
こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ

り
、「
占
い
」「
占
卜
」
と
言
っ
た
場
合
は
こ
の
条
件
を
備
え
た
記
述
で
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
甲
骨
文
に
は
繇
辞
（
占
い
の
判
断
を
示
し
た
言
葉
）
が
記
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
、
例
え
ば
「
王
δ

て
曰
く
『
吉
』
と
」（
合
集
一
七
六
八
八
な
ど
）

う
ら
な
い
み

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
δ
（
＝
占
）」
を
し
、
か
つ
「
吉
」
の

よ
う
な
吉
凶
判
断
の
語
が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
甲
骨
文
は
少
な
く

と
も
形
式
的
に
は
占
い
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
甲
骨
文
を
占
い
で
な
い
と
す
る
説
が
提
起
さ
れ
る
の
は
、

こ
れ
ま
で
、
甲
骨
文
の
問
答
形
式
が
明
確
に
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
甲
骨
文
が

占
卜
で
あ
る
こ
と
の
確
証
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
本
稿
は
、

甲
骨
文
を
占
い
で
な
い
と
す
る
諸
説
に
答
え
る
こ
と
を
通
し
て
、
占
卜
の
際
の
問

答
形
式
を
明
ら
か
に
し
、
甲
骨
文
が
占
卜
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
な
お
、
本

稿
の
結
論
は
甲
骨
文
を
占
い
と
認
め
る
の
で
、
書
き
下
し
を
添
え
る
場
合
に
は
す

べ
て
問
い
か
け
の
形
と
す
る
。

一

甲
骨
文
非
占
卜
説

甲
骨
文
の
前
辞
（
文
頭
辞
）
の
典
型
は
「
干
支
卜
某
貞
」
で
あ
る
。
干
支
は
日

付
、
卜
は
甲
骨
に
熱
を
加
え
て
卜
兆
（
ひ
び
割
れ
）
を
生
じ
さ
せ
る
行
動
を
指
し
、

そ
れ
に
続
く
文
字
は
占
卜
の
担
当
者
（
貞
人
）
で
あ
り
、
貞
字
以
外
に
つ
い
て
は

異
論
が
な
い
。
前
辞
末
尾
の
「
貞
」
に
つ
い
て
は
、『
説
文
解
字
』
が
「
貞
、
卜
問

な
り
」（
三
下
）
と
す
る
こ
と
か
ら
、
早
く
か
ら
貞
字
以
下
の
内
容
を
占
う
こ
と
で

あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
日
本
で
も
、
一
般
に
「
と
う
」
と
訓
じ
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
少
数
の
研
究
者
は
、「
貞
」
を
問
い
か
け
る
意
味
と
す
る
と
文
意
や
文
法
に

（
４
）

（
５
）

（
６
）
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矛
盾
が
生
じ
、
貞
字
以
下
は
非
疑
問
文
と
し
て
読
む
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
。

一
九
七
二
年
に
ア
メ
リ
カ
で
発
表
さ
れ
た
、
Ｄ
・
Ｎ
・
キ
ー
ト
リ
ー

Keightley
lShih

Cheng

（

）
氏
の

（
釈
貞z）

prediction

は
、
甲
骨
文
を
予
言
（

）

で
あ
り
意
思
を
表
明
し
た
も
の
と
す
る
。
そ
の
根
拠
は
貞
字
の
解
釈
で
あ
り
、
先

秦
文
献
中
の
「
貞
」
は
「
正
」
と
通
用
す
る
こ
と
か
ら
、
甲
骨
文
の
「
貞
」
も
、

貞
字
以
下
の
内
容
を
正
そ
う
と
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
、『
説
文
』
を
後
起

の
説
と
し
た
。
キ
ー
ト
リ
ー
氏
以
外
に
も
、
ア
メ
リ
カ
で
は
Ｄ
・
Ｓ
・
ニ
ビ
ソ
ン

Nivison
Serruys

（

）
氏
と
Ｐ
・
Ｍ
・
セ
ロ
イ
ス
（

）
氏
が
甲
骨
文
を
占
い
で
は
な

verify

い
と
す
る
説
を
発
表
し
、
ニ
ビ
ソ
ン
氏
は
貞
を
証
明
す
る
（

）
こ
と
と
し
、

test

セ
ロ
イ
ス
氏
は
検
査
す
る
（

）
こ
と
と
す
る
。

甲
骨
文
の
命
辞
（
貞
字
以
下
の
部
分
で
あ
り
甲
骨
文
の
主
題
）
に
は
、
次
の
例

の
よ
う
な
望
ま
し
く
な
い
内
容
（
次
掲
①
）
や
、
望
ま
し
い
内
容
と
そ
う
で
な
い

も
の
を
並
列
さ
せ
る
も
の
（「
対
貞
」
と
呼
ば
れ
る
。
次
掲
②
）
も
存
在
す
る
。

①
壬
戌
卜
ν
貞
、
今
十
月
其
有
来
σ
。（
壬
戌
卜
し
て
ν
貞
う
、
今
十
月
、
其
れ

来
σ
有
る
か
。「
来
σ
」
は
外
冦
）（
合
集
七
一
三
七
）

②
戊
申
卜
貞
、
雀
骨
盤
有
疾
。（
戊
申
卜
し
て
貞
う
、
雀
は
骨
盤
に
疾
有
る
か
。

「
雀
」
は
人
名
）

戊
申
卜
貞
、
雀
弗
其
骨
盤
有
疾
。（
戊
申
卜
し
て
貞
う
、
雀
は
其
れ
骨
盤
に

疾
有
ら
ざ
る
か
）（
合
集
一
三
八
六
九
）

こ
う
し
た
も
の
は
、
甲
骨
文
を
予
言
な
ど
と
す
る
各
説
で
は
矛
盾
が
生
じ
る
の

で
、
何
ら
か
の
説
明
が
必
要
と
さ
れ
る
。
キ
ー
ト
リ
ー
氏
は
「
貞
」
と
「
正
」
の

対
応
を
前
提
と
し
て
肯
定
と
否
定
の
両
者
に
可
能
性
が
あ
る
形
式
に
す
る
こ
と
で

公
平
か
つ
正
当
に
な
る
と
い
う
概
念
を
想
定
し
、
セ
ロ
イ
ス
氏
は
「
其
」
に
望
ま

（
７
）

（
８
）

（
９
）

し
く
な
い
こ
と
を
表
示
す
る
働
き
が
あ
り
望
ま
し
い
内
容
と
区
別
さ
れ
て
い
た
と

す
る
。

こ
れ
ら
の
説
と
は
別
に
、
李
学
勤
氏
は
一
九
八
〇
年
に
「
関
于
θ
組
卜
辞
的
一

些
問
題
」
に
お
い
て
、
θ
組
に
は
命
辞
末
尾
に
疑
問
文
を
表
す
助
辞
と
し
て
「
不
」

「
乎
」「
執
」「
Ψ
」
が
存
在
す
る
と
指
摘
し
た
。
李
氏
は
、「
続
論
西
周
甲
骨
」
で

は
、
西
周
甲
骨
に
お
い
て
「
其
正
」
が
文
末
に
見
え
る
も
の
を
非
疑
問
文
と
す
る

が
、
末
尾
に
助
辞
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
疑
問
文
か
否
か
を
明
言
し
て
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
裘
錫
圭
氏
は
「
関
于
殷
墟
卜
辞
的
命
辞
是
否
問
句
的
考
察
」
に

お
い
て
、「
不
」
は
験
辞
（
占
卜
の
内
容
が
実
際
に
起
こ
っ
た
か
ど
う
か
を
記
し
た

も
の
）
の
省
略
形
、「
乎
」
は
他
動
詞
で
あ
り
、「
執
」「
Ψ
（
裘
氏
は
「
抑
」
に
釈

す
る
）」
の
み
が
疑
問
助
辞
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
そ
れ
が
付
さ
れ
な
い
も
の
を

全
て
非
疑
問
文
と
し
た
。
裘
氏
が
根
拠
と
し
た
の
は
、
対
貞
の
一
部
と
「
其
」
字

の
二
点
で
あ
る
。

③
今
者
、
王
従
望
乗
伐
下
危
、
受
有
祐
。

今
者
、
王
勿
従
望
乗
伐
下
危
、
弗
其
受
有
祐
。（
合
集
六
四
八
二
。
書
き
下

し
は
後
掲
）

こ
の
対
貞
の
後
者
に
つ
い
て
、
も
し
王
が
望
乗
（
人
名
）
を
従
え
て
下
危
（
地

名
）
を
伐
た
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
祐
を
受
け
る
か
ど
う
か
を
問
う
こ
と
自
体
が
無

意
味
で
あ
る
と
し
、
疑
問
文
と
し
て
は
読
み
得
な
い
と
す
る
。
ま
た
裘
氏
は
、

『
左
伝
』
な
ど
の
先
秦
文
献
中
で
は
「
其
」
は
意
思
表
示
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
甲
骨
文
に
多
用
さ
れ
て
い
る
其
字
も
同
様
で
あ
り
、
問
い
か
け
の

文
言
で
は
な
い
と
す
る
。

以
上
の
各
説
は
、
句
末
に
疑
問
助
辞
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認

（

）
１０

（

）
１１

（

）
１２
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め
、
さ
ら
に
ニ
ビ
ソ
ン
氏
や
裘
氏
は
対
貞
や
選
択
形
式
の
も
の
の
一
部
を
占
卜
と

す
る
が
、
高
嶋
謙
一
氏
は
「
殷
代
貞
卜
言
語
の
本
質
」
に
お
い
て
甲
骨
文
は
す
べ

て
非
疑
問
文
で
あ
る
と
し
た
。
高
嶋
氏
は
、
多
様
な
形
式
が
存
在
す
る
甲
骨
文
を
、

す
べ
て
非
疑
問
文
で
あ
る
と
説
明
す
る
た
め
に
、
キ
ー
ト
リ
ー
説
や
祈
祷
・
修
祓

説
な
ど
、
六
つ
の
概
念
が
併
用
さ
れ
た
と
す
る
。
高
嶋
氏
が
甲
骨
文
を
非
疑
問
文

と
し
た
根
拠
に
は
、
次
の
四
点
が
あ
る
。
一
、
対
貞
に
つ
い
て
、
も
し
両
者
と
も

疑
問
文
と
す
る
と
、
と
も
に
Ｙ
ｅ
ｓ
ま
た
は
Ｎ
ｏ
の
回
答
が
あ
っ
た
場
合
に
コ
ン

what
when

フ
リ
ク
ト
（
矛
盾
）
が
発
生
し
、
純
疑
問
文
（
英
語
の

～
や

～
の
よ

う
な
文
）
と
す
る
と
卜
兆
の
よ
う
な
単
純
な
図
形
か
ら
は
具
体
的
な
答
え
が
得
ら

れ
な
い
。
二
、
甲
骨
文
に
見
え
る
「
茲
用
」
と
い
う
験
辞
に
つ
い
て
、「
茲
」
は
命

辞
を
指
す
が
、
疑
問
文
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
命
辞
は
非
疑
問
文
で
あ

る
。
三
、
甲
骨
文
の
文
末
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
「
正
」
に
つ
い
て
、
発
音

上
の
類
似
か
ら
「
貞
」
と
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
、
キ
ー
ト
リ
ー
説
が
支
持
さ
れ

る
。
四
、
裘
氏
が
疑
問
助
辞
と
し
て
認
め
た
「
執
」「
印
」
に
つ
い
て
も
動
詞
ま
た

は
名
詞
で
あ
り
、
疑
問
助
辞
は
全
く
存
在
し
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
、
甲
骨
文
を
占
い
で
な
い
と
す
る
諸
説
に
は
説
明
が
不
足
し
て

い
る
点
が
あ
る
。
ニ
ビ
ソ
ン
氏
や
裘
錫
圭
氏
な
ど
は
、
甲
骨
文
に
占
卜
と
非
占
卜

の
両
者
の
混
在
を
認
め
る
が
、「
貞
」
と
い
う
同
一
の
動
詞
が
両
者
を
導
く
こ
と

が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
高
嶋
説
は
、
す
べ
て
問
い
か
け
で
は
な
い
と
す
る
た
め

貞
字
の
矛
盾
は
解
消
す
る
も
の
の
、
そ
の
た
め
に
は
六
つ
も
の
概
念
が
「
卜
」
と

い
う
一
つ
の
行
為
の
中
で
併
用
さ
れ
て
い
た
と
仮
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
甲
骨
文
を
占
い
で
な
い
と
す
る
説
は
整
合
性
が
保
た
れ
て
い
な

い
が
、
こ
れ
ま
で
は
明
確
な
反
論
が
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
王
宇
信
氏
は
、『
左

（

）
１３

（

）
１４

（

）
１５

伝
』
中
で
は
一
貫
し
て
占
卜
が
「
卜
以
決
疑
（
卜
し
、
以
て
疑
を
決
す
る
）」（
桓

公
十
一
年
）
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
雲
南
省
の
少
数
民
族
に
現
在

も
残
る
獣
骨
占
卜
で
は
、
将
来
の
疑
問
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
殷

代
の
甲
骨
文
も
占
卜
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
殷
墟
甲
骨
文
に
つ
い
て
具
体
的
に
述

べ
た
の
は
、
甲
骨
文
中
の
「
Ｖ
（
動
詞
）
─
不
Ｖ
（
ま
た
は
Ｖ
─
不
）」
を
疑
問
形

と
す
る
こ
と
へ
の
批
判
と
、
裘
錫
圭
氏
の
主
張
す
る
二
重
の
否
定
詞
に
関
し
て
述

べ
る
の
み
で
、
他
に
は
言
及
し
て
い
な
い
（
詳
し
く
は
後
述
）。
ま
た
、
浅
原
達
郎

氏
は
「
殷
代
の
甲
骨
に
よ
る
占
い
と
卜
辞
」
に
お
い
て
、
甲
骨
占
卜
の
回
答
は

「
吉
」
か
「
凶
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
と
い
う
「
常
識
的
」（
八
六
頁
）
な
説
を

提
示
す
る
が
、
浅
原
氏
は
問
い
か
け
の
形
式
だ
け
を
分
析
し
て
お
り
、
回
答
形
式

の
分
析
が
欠
如
し
て
い
る
。

二

甲
骨
占
卜
の
問
答
形
式

甲
骨
文
を
占
い
で
な
い
と
す
る
先
行
研
究
に
は
様
々
な
主
張
が
あ
る
が
、
高
嶋

氏
が
指
摘
し
た
対
貞
に
お
け
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
可
能
性
に
つ
い
て
答
え
る
こ
と

に
よ
り
、
甲
骨
占
卜
の
問
答
形
式
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

高
嶋
氏
の
推
論
を
ま
と
め
る
と
、「
甲
骨
占
卜
を
Ｙ
ｅ
ｓ
ま
た
は
Ｎ
ｏ
で
答
え

が
得
ら
れ
る
形
式
の
疑
問
文
と
仮
定
す
る
と
、
対
貞
の
場
合
に
両
方
と
も
に
Ｙ
ｅ

ｓ
ま
た
は
Ｎ
ｏ
と
な
る
矛
盾
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
純
疑
問
文
と
仮
定
す

る
と
、
卜
兆
の
よ
う
な
も
の
か
ら
は
具
体
的
な
答
え
が
得
ら
れ
な
い
。
ゆ
え
に
甲

骨
文
は
疑
問
文
で
は
な
く
、
占
い
で
は
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
推
論
は
、
疑
問
文
が
、
Ｙ
ｅ
ｓ
か
Ｎ
ｏ
ま
た
は
純
疑
問
文
で
し
か
答
え
が

得
ら
れ
な
い
形
式
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
英
語
よ
う
な
文
法

（

）
１６

（

）
１７
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を
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
甲
骨
文
を
含
め
て
漢
文
の
文
法
は
英
語
に
近
い
と

こ
ろ
が
あ
る
も
の
の
全
く
同
じ
で
は
な
い
の
で
、
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

甲
骨
文
の
吉
凶
判
断
方
法
は
現
在
の
と
こ
ろ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
第

三
期
の
甲
骨
文
に
は
、
繇
辞
の
「
吉
」「
弘
吉
」「
大
吉
」
と
、
験
辞
の
「
茲
用
」

「
用
」
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
卜
兆
か
ら
得
ら
れ
る
回
答
の
形

態
に
つ
い
て
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、「
茲
用
（「
用
」
は
そ
の
省
略
形
）」
と
い
う
験
辞
に
は
問
題
が
あ
る
。

「
茲
」
に
は
発
語
の
文
字
・
代
名
詞
・
連
体
修
飾
語
の
用
法
が
あ
る
が
、「
茲
用
」

に
お
い
て
は
「
茲
」
は
命
辞
を
指
す
代
名
詞
で
あ
る
。
高
嶋
氏
は
「
茲
用
」
に
つ

い
て
、
疑
問
文
を
用
い
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
命
辞
は
疑
問
文
で
は
な

い
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
命
辞
は
問
い
か
け
の
段
階
で
は
未
定
事
項
で
あ
る
が
、

験
辞
を
記
す
段
階
で
は
そ
れ
が
起
こ
っ
た
の
か
否
か
が
す
で
に
判
明
し
て
い
る
既

定
事
項
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
叙
述
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
高
嶋
氏
は

「
茲
を
用
い
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
が
、
験
辞
は
す
べ
て
「
茲
用
」
の
語

順
で
あ
り
、「
用
茲
」
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
甲
骨
文
は
主
語
→
動
詞
→
目
的
語

の
語
順
で
あ
る
か
ら
、「
茲
」
は
「
用
」
の
目
的
語
で
は
な
く
主
語
な
の
で
あ
り
、

「
茲
が
用
い
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。「
茲
用
」
の
後
に
は
更
に
具
体
的
な
験
辞
が

記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
命
辞
の
内
容
と
一
致
し
て
い
る
の
で
、「
茲

用
」
は
命
辞
（
＝
茲
）
が
そ
の
通
り
行
わ
れ
た
（
ま
た
は
起
こ
っ
た
）
こ
と
の
意

で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

さ
て
、
第
三
期
の
甲
骨
占
卜
の
中
で
も
、
類
似
の
項
目
の
中
か
ら
一
つ
を
選
択

す
る
形
式
の
も
の
が
最
も
具
体
的
に
回
答
の
形
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
次
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
。

（

）
１８

（

）
１９

④
ζ
今
夕
酒
。
大
吉
。
茲
用
。（
ζこ

れ
今
夕
に
酒
せ
ん
か
。
大
吉
。
茲
れ
用
い

こ

ら
る
。「
酒
」
は
祭
祀
名
）

于
翌
日
甲
酒
。（
翌
日
甲
に
于
い
て
酒
せ
ん
か
。「
甲
」
は
日
付
の
十
干
）

お

其
至
日
戊
酒
。（
其
れ
至
日
戊
に
酒
せ
ん
か
。「
戊
」
は
日
付
の
十
干
）（
合

集
二
七
四
五
四
。
巻
末
図
）

⑤
牢
、
王
受
祐
。
吉
（
牢
も
ち
い
る
に
、
王
は
祐
を
受
く
る
か
。
吉
。「
牢
」
は

牲
獣
）

二
牢
、
王
受
祐
。
大
吉
。
茲
用
。（
二
牢
も
ち
い
る
に
、
王
は
祐
を
受
く
る

か
。
大
吉
。
茲
れ
用
い
ら
る
）（
合
集
二
九
六
〇
三
）

④
は
、
祭
祀
の
日
時
を
選
択
し
た
占
卜
で
あ
り
、
第
一
辞
に
の
み
「
大
吉
」
が

記
さ
れ
、
他
辞
に
は
繇
辞
が
な
い
。
そ
し
て
、
第
一
辞
に
「
茲
用
」
が
付
さ
れ
、

採
用
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
⑤
は
、
二
辞
と
も
繇
辞
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

第
一
辞
が
「
吉
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
二
辞
は
「
大
吉
」
で
あ
り
、
よ
り
強
い

吉
兆
の
発
現
し
た
第
二
辞
の
方
が
採
用
（「
茲
用
」）
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
甲
骨
占
卜
の
回
答
は
、
Ｙ
ｅ
ｓ
か
Ｎ
ｏ
か
と
い
う
正
反
す
る
も

の
で
は
な
く
、
吉
か
そ
う
で
な
い
か
と
い
う
形
で
得
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
言
い
換

え
れ
ば
、
プ
ラ
ス
か
マ
イ
ナ
ス
か
で
は
な
く
、
プ
ラ
ス
か
ゼ
ロ
か
と
い
う
回
答
形

態
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
④
⑤
の
例
か
ら
は
、
甲
骨
占
卜
に
お
け
る
卜
兆
の
発
現

に
は
段
階
が
あ
り
、
最
も
高
い
ラ
ン
ク
が
「
大
吉
（
弘
吉
と
表
記
さ
れ
る
場
合
も

あ
る
）」
と
表
示
さ
れ
、
そ
の
次
の
ラ
ン
ク
が
「
吉
」
と
表
示
さ
れ
、
最
下
級
は
吉

す
ら
記
さ
れ
な
い
と
い
う
表
現
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
吉
」
は
、

繇
辞
に
お
い
て
「
王
δ
曰
、
吉
」
の
よ
う
に
言
う
場
合
に
は
「
幸
運
」
の
意
味
で

あ
る
が
、
単
独
で
記
さ
れ
る
場
合
に
は
、「
卜
兆
の
発
現
の
強
さ
」
と
い
う
意
味
で

甲
骨
占
卜
の
問
答
形
式

四



あ
り
、
繇
辞
よ
り
は
兆
辞
に
近
い
性
質
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
兆
辞
と
は
卜
兆
の
発

現
の
様
子
を
記
し
た
も
の
で
「
二
告
」「
小
告
」「
不
牾
黽
」
な
ど
が
あ
る
）。

さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
例
か
ら
、
三
段
階
の
ラ
ン
ク
の
内
部
に
つ
い
て
も
、
さ

ら
に
細
か
い
判
断
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

⑥
ζ
奥
田
、
無
災
。
吉
。（
ζ
れ
奥
に
田
す
る
に
、
災
い
無
き
か
。
吉
。「
田
」

は
狩
猟
の
意
）

ζ
Ξ
田
、
無
災
。（
ζ
れ
Ξ
に
田
す
る
に
、
災
い
無
き
か
）

ζ
Φ
田
、
無
災
。
吉
。
用
。（
ζ
れ
Φ
に
田
す
る
に
、
災
い
無
き
か
。
吉
。

用
い
ら
る
）

ζ
率
田
、
無
災
。
吉
。（
ζ
れ
率
に
田
す
る
に
、
災
い
無
き
か
。
吉
）（
屯
南
二

三
八
六
。
巻
末
図
）

⑥
は
田
猟
地
を
選
択
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は
、
第
二
辞
を
除
い
た
全

て
が
「
吉
」
の
ラ
ン
ク
の
卜
兆
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
第
三
辞
に
決
定
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
第
三
辞
は
第
一
・
四
辞
と
同
じ
く
「
吉
」
の
ラ
ン
ク
で
は
あ
る

も
の
の
、
そ
れ
よ
り
も
や
や
度
合
い
が
強
い
卜
兆
が
発
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
甲
骨
占
卜
の
判
断
で
は
、「
大
吉
（
ま
た
は
弘
吉
）」、「
吉
」、
マ
ー
ク
無

し
と
い
う
三
段
階
の
ラ
ン
ク
付
け
の
内
部
で
も
序
列
化
が
可
能
な
形
態
で
回
答
が

得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

正
反
す
る
内
容
を
述
べ
る
対
貞
で
あ
っ
て
も
、
第
三
期
に
は
選
択
形
式
と
同
様

の
回
答
お
よ
び
判
断
が
記
さ
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

⑦
乙
、
不
雨
。
吉
。
茲
用
。（
乙
、
雨
ふ
ら
ざ
る
か
。
吉
。
茲
れ
用
い
ら
る
）

其
雨
。（
其
れ
雨
ふ
る
か
）（
合
集
二
九
八
七
三
）

⑧
壬
、
大
啓
。
大
吉
。
用
（
壬
、
大
啓
な
る
か
。
大
吉
。
用
い
ら
る
。「
啓
」
は

（

）
２０

（

）
２１

（

）
２２

晴
天
の
意
）

壬
、
不
啓
。
吉
。（
壬
、
啓
な
ら
ざ
る
か
。
吉
）（
合
集
三
〇
二
一
三
の
右
列
）

⑦
は
前
者
の
み
に
「
吉
」
が
記
さ
れ
、
こ
れ
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
⑧
は
両
者

に
繇
辞
が
あ
る
が
、
選
択
形
式
と
同
様
に
、
吉
の
度
合
い
が
強
い
「
大
吉
」
の
前

者
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
甲
骨
占
卜
は
Ｙ
ｅ
ｓ
か
Ｎ
ｏ
か
で
は

な
く
、
よ
り
強
い
卜
兆
の
現
れ
た
命
辞
を
採
用
す
る
形
式
の
占
卜
で
あ
る
か
ら
、

対
貞
で
あ
っ
て
も
高
嶋
氏
の
想
定
し
た
コ
ン
フ
リ
ク
ト
は
起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
対
貞
は
第
三
期
だ
け
で
な
く
他
期
に
も
見
ら
れ
、
第
一
期
に
最
も
多
い

が
、
第
一
期
に
は
別
個
に
は
繇
辞
が
記
さ
れ
ず
、
統
一
し
て
一
つ
だ
け
の
繇
辞
が

記
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

⑨
癸
未
卜
ν
貞
、
翌
甲
申
、
王
Π
上
甲
日
。
王
δ
曰
、
吉
Π
。
允
Π
。（
癸
未
卜

し
て
ν
貞
う
、
翌
甲
申
、
王
上
甲
日
に
Π
せ
ん
か
。
王
δ
て
曰
く
、「
吉
な
り
、

Π
せ
ん
」
と
。
允
に
Π
せ
り
。「
Π
」
は
祭
祀
名
）

ま
こ
と

癸
未
卜
ν
貞
、
翌
甲
申
、
王
勿
Π
上
甲
日
。（
癸
未
卜
し
て
ν
貞
う
、
翌
甲
申
、

王
上
甲
日
に
Π
す
る
な
か
ら
ん
か
）（
合
集
一
二
四
八
）

⑩
庚
辰
卜
古
貞
、
翌
辛
巳
、
易
日
。
王
δ
曰
、
易
日
。（
庚
辰
卜
し
て
古
貞
う
、

翌
辛
巳
、
易
日
な
ら
ん
か
。
王
δ
て
曰
く
、「
易
日
な
ら
ん
」
と
。「
易
日
」

は
曇
天
の
意
）

貞
、
翌
辛
巳
、
不
其
易
日
。（
貞
う
、
翌
辛
巳
、
其
れ
易
日
な
ら
ざ
る
か
）

（
合
集
一
三
二
二
〇
）

し
か
し
、
第
一
期
の
対
貞
も
一
回
の
占
卜
で
判
断
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
次
の

例
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
兆
辞
が
付
記
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
第
一
期
も
第
三

期
と
同
様
に
個
別
に
占
卜
が
行
わ
れ
、
吉
（
卜
兆
の
強
さ
）
の
度
合
い
に
よ
っ
て

（

）
２３

（

）
２４
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判
断
さ
れ
た
も
の
が
、
最
終
的
に
一
つ
の
繇
辞
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
が
確
か
め

ら
れ
る
。

⑪
甲
午
卜
延
貞
、
東
土
受
年
。
二
告
。（
甲
午
卜
し
て
延
貞
う
、
東
土
は
年
を
み
の
り

受
く
る
か
。
二
告
）

甲
午
卜
延
貞
、
東
土
不
其
受
年
。
二
告
。（
甲
午
卜
し
て
延
貞
う
、
東
土
は

其
れ
年
を
受
け
ざ
る
か
。
二
告
）（
合
集
九
七
三
五
）

以
上
の
よ
う
に
、
甲
骨
文
に
お
け
る
選
択
形
式
や
対
貞
の
問
答
は
、
将
来
の
可

能
性
を
提
示
し
て
問
い
か
け
、
細
密
な
序
列
化
が
可
能
な
回
答
が
得
ら
れ
る
形
態

で
あ
っ
た
。
回
答
が
変
則
的
で
は
あ
る
が
、
将
来
の
疑
問
を
問
い
か
け
た
文
言
で

あ
る
以
上
、
甲
骨
文
は
「
疑
問
文
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三

貞
字
に
つ
い
て

キ
ー
ト
リ
ー
説
は
、『
易
』『
国
語
』『
周
礼
』
な
ど
の
先
秦
文
献
で
は
「
正
」
の

意
味
で
貞
字
が
使
わ
れ
、
各
注
釈
も
「
貞
、
正
也
」
と
述
べ
る
こ
と
か
ら
、
甲
骨

文
の
「
貞
」
も
正
の
意
で
あ
り
、
貞
字
以
下
の
内
容
を
「
正
す
（
現
実
化
す
る
）」

も
の
と
解
釈
す
る
。
ま
た
、
高
嶋
説
で
は
上
古
音
の
貞
と
正
は
発
音
が
類
似
す
る

こ
と
か
ら
、
甲
骨
文
の
段
階
で
も
意
味
上
の
対
応
関
係
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
の

た
め
、
両
説
と
も
に
、『
説
文
解
字
』
の
「
貞
、
卜
問
也
」
は
後
起
の
説
で
あ
る
と

解
釈
す
る
。

し
か
し
、「
先
秦
文
献
」
と
い
っ
て
も
成
立
は
東
周
代
で
あ
る
か
ら
、
殷
墟
甲
骨

文
と
は
少
な
く
と
も
数
百
年
の
開
き
が
あ
り
、
字
義
が
転
化
す
る
に
は
十
分
な
時

代
差
で
あ
る
。
一
方
『
説
文
』
は
、
甲
骨
・
金
文
学
の
成
果
に
よ
り
一
定
量
の
齟

齬
が
判
明
し
て
い
る
の
で
無
条
件
に
は
信
頼
で
き
な
い
も
の
の
、
語
源
を
明
ら
か

（

）
２５

に
し
よ
う
と
し
た
字
典
で
あ
り
、
先
秦
文
献
中
の
用
法
よ
り
も
古
い
情
報
が
残
っ

て
い
る
こ
と
が
多
い
。

字
義
が
転
化
し
た
例
と
し
て
、「
覇
」
を
例
に
挙
げ
る
。
覇
字
は
、
西
周
金
文
で

は
月
齢
を
表
示
す
る
文
字
と
し
て
用
い
ら
れ
、
月
が
満
ち
ゆ
く
期
間
が
「
既
生

覇
」、
月
が
欠
け
ゆ
く
期
間
が
「
既
死
覇
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
周
代
末
期
か
ら

春
秋
時
代
初
期
に
か
け
て
月
齢
表
示
が
使
用
さ
れ
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
、「
伯

（
諸
侯
の
長
の
意
）」
字
の
仮
借
と
し
て
の
用
法
だ
け
が
残
り
、
先
秦
文
献
に
見

え
る
覇
字
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
覇
者
（
ま
た
は
覇
王
）」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
。
一
方
、『
説
文
』
は
「
覇
、
月
始
め
て
生
ま
れ
、
覇
然
と
す
る
な
り
」（
七
上
）

と
言
い
、
語
源
が
月
齢
に
関
係
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
先
秦
文
献
の
用
法
は
甲
骨
文
か
ら
変
化
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

同
様
に
、「
貞
」
に
つ
い
て
も
、
甲
骨
文
の
段
階
で
の
字
義
は
、
西
周
以
降
、
占
卜

文
辞
の
変
化
や
、
甲
骨
刻
辞
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
情
報
が
失
わ

れ
、
発
音
の
類
似
に
よ
る
「
正
」
の
仮
借
と
し
て
の
用
法
が
残
っ
た
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、「
貞
」
と
「
正
」
は
、
意
味
が
近
い
こ
と
が
原
因
で
発
音

が
近
く
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
発
音
が
近
い
こ
と
が
原
因
で
先
秦
文
献
中
で
は
通

用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

キ
ー
ト
リ
ー
氏
や
高
嶋
氏
の
説
は
、
文
献
の
性
質
を
無
視
し
て
時
代
だ
け
を
比

較
し
た
も
の
で
あ
り
、
初
歩
的
な
ミ
ス
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

な
お
、『
説
文
』
は
字
義
だ
け
で
な
く
字
形
に
つ
い
て
も
古
い
情
報
を
残
し
て

い
る
。「
貞
」
は
甲
骨
文
の
段
階
で
は
「
鼎
」
の
省
略
形
で
あ
る
が
、
篆
書
以
降
で

は
字
形
が
「
卜
」
と
「
貝
」
か
ら
成
る
も
の
に
変
化
し
た
。
こ
れ
に
対
し
『
説
文
』

は
、「
卜
・
貝
に
从
う
」
と
し
な
が
ら
も
、「
一
に
鼎
の
省
声
と
曰
う
」
と
述
べ
て

（

）
２６

甲
骨
占
卜
の
問
答
形
式

六



い
る
。
こ
の
こ
と
も
、『
説
文
』
の
「
貞
」
字
に
関
す
る
情
報
の
信
頼
性
を
裏
付
け

て
い
る
。四

文
末
語
に
つ
い
て

李
学
勤
氏
は
疑
問
文
を
表
示
す
る
文
末
助
辞
と
し
て
「
不
」「
乎
」「
執
」「
Ψ
」

を
認
め
、
裘
錫
圭
氏
は
「
執
」「
Ψ
（
裘
氏
は
「
抑
」
に
釈
す
る
）」
の
み
が
疑
問

助
辞
で
あ
る
と
し
、
高
嶋
氏
は
す
べ
て
疑
問
助
辞
で
は
な
い
と
し
た
。

「
不
」
に
つ
い
て
は
王
宇
信
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
験
辞
で
あ
り
、
次
の
よ
う
な

例
か
ら
、「
允
不
」
と
同
意
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

⑫
戊
寅
卜
、
于
癸
舞
雨
。
不
。（
戊
寅
卜
す
、
癸
に
于
い
て
舞
す
る
に
雨
ふ
る

か
。
不
た
り
。「
舞
」
は
祭
儀
）

乙
未
卜
、
翌
日
丁
不
其
雨
。
允
不
。（
乙
未
卜
、
翌
丁
に
其
れ
雨
ふ
ら
ざ
る

か
。
允
に
不
た
り
。
甲
骨
文
で
は
「
翌
日
」
は
一
旬
以
内
で
あ
れ
ば
用
い
ら

れ
る
）（
合
集
二
〇
三
九
八
）

「
乎
」
は
甲
骨
文
で
は
「
呼
」
の
意
で
あ
り
、
文
末
に
用
い
ら
れ
る
場
合
も

「
勿
惟
多
臣
乎
（
呼
）」（
惟
れ
多
臣
を
呼
ぶ
勿
か
ら
ん
か
。
合
集
六
二
〇
）
の
よ

こ

う
に
、
そ
の
前
の
語
が
人
名
（
祖
先
名
の
場
合
も
あ
る
）
や
集
団
名
で
あ
る
こ
と

か
ら
、「
呼
某
」
の
倒
置
形
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

次
に
、
李
氏
が
「
Ψ
」、
裘
氏
が
「
抑
」
に
釈
し
た
文
字
に
つ
い
て
見
る
。
こ
の

文
字
は
、
座
し
た
人
を
手
で
捕
ら
え
る
会
意
字
で
あ
る
。
字
形
に
は
手
が
座
人
の

後
ろ
に
あ
る
も
の
と
前
に
あ
る
も
の
の
二
種
類
が
あ
り
、
李
・
裘
両
氏
は
区
別
し

て
い
な
い
が
、
甲
骨
文
中
で
は
用
法
に
区
別
が
あ
る
。
前
者
は
「
Ψ
」、
後
者
は

「
印
」
と
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
本
稿
も
こ
れ
に
従
う
。

（

）
２７

「
Ψ
」
は
例
外
な
く
捕
虜
の
意
で
あ
り
、
次
の
例
の
よ
う
に
、
命
辞
の
末
尾
に

あ
る
場
合
で
も
人
牲
と
し
て
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

⑬
癸
未
卜
卩
、
余
于
祖
庚
羊
豕
Ψ
。（
癸
未
卜
し
て
卩
、
余
は
祖
庚
に
于
い
て

羊
・
豕
・
Ψ
も
ち
い
ん
か
。「
卩
」
は
貞
人
。「
余
」
は
一
人
称
。「
貞
」
は
省

略
さ
れ
て
い
る
）（
合
集
二
二
〇
四
七
）

一
方
、「
印
」
に
つ
い
て
は
、
原
義
は
捕
獲
す
る
意
の
動
詞
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
解
し
得
な
い
例
が
あ
る
。

⑭
丙
辰
卜
、
丁
巳
、
其
Г
印
。
允
Г
。（
合
集
一
九
七
八
〇
。
巻
末
図
。
書
き

下
し
は
後
掲
）

一
般
に
、「
Г
」
は
「
陰
」
と
釈
さ
れ
、
日
が
陰
る
意
と
さ
れ
る
が
、
高
嶋
氏
は
、

こ
の
例
に
つ
い
て
、「
Г
」
を
印
（
高
嶋
氏
は
捕
虜
と
見
な
す
）
を
捕
獲
す
る
意
と

す
る
。
し
か
し
、
次
の
例
で
は
、
験
辞
に
も
天
候
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
Г
」
が
天
候
に
関
す
る
文
字
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

⑮
戊
戌
卜
貞
、
其
Г
印
。
翌
日
己
、
啓
、
不
見
雲
。（
合
集
二
〇
九
八
八
。
巻
末

図
。
書
き
下
し
は
後
掲
）

こ
の
よ
う
に
、「
印
」
に
は
捕
獲
と
は
関
連
し
な
い
用
法
が
あ
る
の
で
、
高
嶋
氏

の
字
釈
は
誤
り
で
あ
る
。
一
方
、
こ
れ
を
疑
問
を
表
す
助
辞
と
仮
定
す
れ
ば
、
当

然
、
裘
氏
の
よ
う
に
疑
問
助
辞
が
付
さ
れ
な
い
も
の
は
疑
問
文
で
は
な
い
と
い
う

推
測
に
至
っ
て
し
ま
う
。

実
は
、
甲
骨
文
に
は
、
次
の
例
の
よ
う
な
本
来
の
字
義
か
ら
離
れ
て
吉
凶
を
表

示
す
る
用
法
が
見
ら
れ
、「
印
」
も
そ
の
一
種
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
歯
」
は
、
原
義
は
文
字
通
り
歯
牙
で
あ
り
、「
貞
、
疾
歯
、
惟
父
乙
祟
（
貞
う
、

歯
を
疾
む
は
、
惟
れ
父
乙
祟
る
か
）」（
合
集
一
三
六
四
九
）
な
ど
が
あ
る
が
、
次

（

）
２８
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の
例
で
は
凶
を
意
味
す
る
用
法
で
あ
る
。

⑯
丁
丑
卜
賓
貞
、
朿
得
。
王
δ
曰
、
其
得
惟
庚
、
其
惟
丙
其
歯
。
四
日
庚
辰
、

朿
允
得
。
十
二
月
。（
丁
丑
卜
し
て
賓
貞
う
、
朿
は
得
る
か
。
王
δ
て
曰
く
、

「
其
れ
得
る
は
惟
れ
庚
な
ら
ん
、
其
れ
惟
れ
丙
な
れ
ば
其
れ
歯
な
ら
ん
」
と
。

四
日
庚
辰
、
朿
は
允
に
得
た
り
。
十
二
月
）（
合
集
八
八
八
四
。
巻
末
図
）

「
鬼
」
は
原
義
は
鬼
神
で
あ
り
「
庚
辰
卜
貞
、
多
鬼
夢
、
不
至
μ
（
庚
辰
卜
し

て
貞
う
、
多
鬼
を
夢
み
る
に
、
μ
に
至
ら
ざ
る
か
）」（
合
集
一
七
四
五
一
）
な
ど

と
が

の
例
が
あ
る
が
、
次
の
例
で
は
吉
凶
を
表
示
す
る
繇
辞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

⑰
辛
酉
卜
貞
、
自
今
五
日
雨
。（
辛
酉
卜
し
て
貞
う
、
今
よ
り
五
日
、
雨
ふ
る

か
）

王
δ
曰
、
惟
甲
茲
鬼
、
惟
介
。
四
日
甲
子
、
允
雨
雷
（
王
δ
て
曰
く
、
惟
れ

甲
に
茲
れ
鬼
な
ら
ん
、
惟
れ
介
な
ら
ん
。
四
日
甲
子
、
允
に
雨
雷
あ
り
。

「
鬼
」「
介
」
の
訓
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
で
は
占
卜
し
た
日
程
、
す

な
わ
ち
五
日
目
の
乙
丑
よ
り
も
一
日
前
の
甲
子
に
降
雨
が
あ
り
、
そ
れ
を
指

す
の
で
あ
ろ
う
）（
合
集
一
〇
八
六
。
繇
辞
は
反
面
に
記
載
）

「
橐
」
は
嚢
形
で
あ
り
、
祭
祀
名
と
し
て
見
え
、「
丁
未
卜
、
王
其
商
橐
、
不
其

受
年
（
丁
未
卜
す
、
王
は
其
れ
商
に
橐
す
る
に
、
其
れ
年
を
受
け
ざ
る
か
）」（
合

集
二
〇
六
五
四
。「
商
」
は
殷
都
）
な
ど
が
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
、
祭
祀
と
は
関

係
な
い
命
辞
の
末
尾
に
も
吉
凶
を
意
味
す
る
文
字
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

⑱
己
亥
卜
賓
貞
、
翌
庚
子
、
歩
戈
人
、
不
橐
。
十
三
月
。（
己
亥
卜
し
て
賓
貞
う
、

翌
庚
子
、
戈
人
に
歩
（
ゆ
）
く
に
、
橐
な
ら
ざ
る
か
。
十
三
月
。「
戈
人
」
は

族
名
。
吉
凶
語
と
し
て
の
橐
に
つ
い
て
は
験
辞
を
記
す
例
が
な
い
た
め
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
不
明
）（
英
国
五
六
四
。
巻
末
図
）

（

）
２９（

）
３０

こ
れ
ら
の
例
に
照
ら
せ
ば
、
句
末
に
用
い
ら
れ
る
「
印
」
に
つ
い
て
も
、
吉
凶

を
表
示
す
る
語
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
前
掲
の
⑭
⑮
は
、
⑭
が
「
丙
辰

卜
す
、
丁
巳
、
其
れ
陰
な
る
こ
と
印
な
ら
ん
か
。
允
に
陰
た
り
」、
⑮
が
「
戊
戌
卜

す
、
其
れ
陰
な
る
こ
と
印
な
ら
ん
か
。
翌
己
、
啓
た
り
、
雲
を
見
ず
」
と
訓
読
す

る
こ
と
で
整
合
性
を
持
つ
。
⑭
の
験
辞
の
「
允
に
陰
た
り
」
か
ら
、「
印
」
は
命
辞

ま
こ
と

の
通
り
に
な
る
意
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
。

李
・
裘
両
氏
が
疑
問
助
辞
と
し
た
「
執
」
は
、
字
形
は
手
枷
、
ま
た
は
手
枷
に

両
手
あ
る
い
は
人
が
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
形
で
あ
り
、
原
義
は
捕
獲
す
る
意
の
動

詞
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
の
例
は
命
辞
に
欠
損
が
あ
る
が
、
残
存
部
分
か
ら
降
雨

に
関
す
る
占
卜
と
推
定
で
き
、
田
猟
や
戦
争
の
よ
う
に
捕
獲
を
行
う
内
容
で
は
な

い
こ
と
か
ら
、
や
は
り
字
義
の
転
化
し
た
吉
凶
語
と
し
て
の
用
法
と
考
え
ら
れ
る
。

⑲
…
…
卜
勺
、
不
其
…
…
雨
Λ
印
。
延
雨
執
。（
…
…
卜
し
て
勺
、
其
れ
…
…

雨
Λ
せ
ざ
る
こ
と
印
な
ら
ん
か
。
延
べ
て
雨
ふ
る
こ
と
執
な
ら
ん
か
。「
Λ
」

は
字
義
不
明
。「
延
」
は
引
き
続
い
て
の
意
。「
貞
」
は
省
略
さ
れ
て
い
る
）

（
合
集
一
九
七
七
八
）

高
嶋
氏
が
「
貞
」
と
対
応
関
係
に
あ
る
と
し
た
文
末
の
「
正
（
原
義
は
征
伐
）」

に
つ
い
て
も
、
高
嶋
氏
は
「
貞
」
を
「
正
す
」
と
訓
じ
る
と
い
う
前
提
の
下
で
前

辞
の
「
貞
」
と
文
末
の
「
正
」
と
の
対
応
関
係
を
想
定
し
た
が
、
前
節
ま
で
に
述

べ
た
よ
う
に
そ
の
前
提
は
成
り
立
た
な
い
の
で
、
次
の
よ
う
な
例
は
吉
凶
語
と
し

て
読
む
べ
き
で
あ
る
。

⑳
壬
子
卜
賓
、
侑
于
示
壬
正
。（
壬
子
卜
し
て
賓
、
示
壬
に
侑
す
る
こ
と
正
な

ら
ん
か
。「
貞
」
は
省
略
さ
れ
て
い
る
）（
合
集
一
一
四
〇
）

以
上
の
よ
う
に
、
甲
骨
文
の
文
末
に
お
い
て
は
、
字
義
の
転
化
し
た
吉
凶
語
を

（

）
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検
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
疑
問
を
表
す
助
辞
は
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
甲
骨
文
の
段
階
で
は
、
文
末
助
辞
そ
の
も
の
が
未
成
立
で
あ
り
存
在
し
な

い
の
で
、
疑
問
助
辞
の
不
在
を
も
っ
て
甲
骨
文
を
非
疑
問
文
と
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。「
貞
」
字
は
そ
れ
以
下
を
問
う
と
い
う
意
味
だ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
疑

問
助
辞
が
付
さ
れ
な
く
て
も
命
辞
は
疑
問
文
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
る
。

五

二
重
の
否
定
文
に
つ
い
て

裘
錫
圭
氏
は
③
（
再
掲
）
の
後
者
の
よ
う
な
否
定
詞
が
二
つ
含
ま
れ
る
命
辞
に

つ
い
て
、
も
し
攻
撃
を
行
わ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
に
関
す
る
祐
の
有
無
を
問
う
こ

と
は
矛
盾
す
る
と
し
た
。

③
今
者
、
王
従
望
乗
伐
下
危
、
受
有
祐
。

今
者
、
王
勿
従
望
乗
伐
下
危
、
弗
其
受
有
祐
。

裘
説
は
、
命
辞
の
前
半
部
分
を
後
半
部
分
の
条
件
節
と
す
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
。
し
か
し
、
殷
代
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
甲
骨
占
卜
に

判
断
を
委
ね
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
、
祐
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
に
は
軍

事
行
動
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
問
い
か
け
の
語
順
と
し
て
は
、

「
一
、
軍
事
行
動
、
二
、
そ
れ
に
対
す
る
祐
の
有
無
」
と
な
る
が
、
実
際
の
行
動

と
し
て
は
、「
一
、
祐
が
受
け
ら
れ
る
と
い
う
占
卜
判
断
、
二
、
軍
事
行
動
を
起
こ

す
」
ま
た
は
「
一
、
祐
が
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う
占
卜
判
断
、
二
、
軍
事
行
動
を

起
こ
さ
な
い
」
の
ど
ち
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
対
貞
と
は
、
正
反
対
の
内
容
を

提
示
し
て
判
断
を
行
う
形
態
の
占
卜
で
あ
る
か
ら
、
殷
人
に
と
っ
て
は
、「
祐
が

受
け
ら
れ
、
戦
争
を
す
る
」
の
反
対
は
、「
戦
争
を
し
て
、
祐
が
受
け
ら
れ
な
い
」

で
は
な
く
「
祐
が
受
け
ら
れ
な
い
の
で
、
戦
争
を
し
な
い
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。要

す
る
に
、
前
半
が
後
半
の
条
件
節
に
な
る
の
で
は
な
く
、
両
者
は
並
列
し
、

か
つ
肯
定
否
定
が
一
致
す
る
関
係
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
③
に
つ
い
て
は
、
複

文
で
は
な
く
重
文
で
の
解
釈
が
妥
当
で
あ
り
、
書
き
下
せ
ば
、「
今
、
王
、
望
乗
を

従
え
下
危
を
伐
た
ん
か
、
有
祐
を
受
く
る
か
」「
今
、
王
、
望
乗
を
従
え
下
危
を
伐

つ
勿
か
ら
ん
か
、
其
れ
有
祐
を
受
け
ざ
る
か
」
と
な
る
。

な
お
、
王
宇
信
氏
は
、
命
辞
後
半
の
「
祐
」
を
征
伐
で
は
な
く
王
に
対
す
る
も

の
と
見
な
す
陳
煒
湛
氏
の
説
を
支
持
し
、
前
掲
の
③
に
つ
い
て
、「
も
し
王
が
下

危
を
伐
つ
な
ら
ば
、
王
は
祐
を
維
持
で
き
る
か
」「
も
し
王
が
下
危
を
伐
た
な
い

な
ら
ば
、
王
は
祐
を
維
持
で
き
な
い
か
」
と
読
み
、
両
者
を
同
じ
意
味
と
す
る
。

し
か
し
、
対
貞
は
一
般
に
二
辞
が
正
反
対
の
意
味
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
だ

け
を
同
意
と
す
る
王
説
は
整
合
性
が
得
ら
れ
な
い
。

六
「
其
」
に
つ
い
て

ニ
ビ
ソ
ン
氏
は
「
其
」
に
望
ま
し
く
な
い
こ
と
を
表
示
す
る
意
志
が
含
ま
れ
て

い
る
と
し
、
一
方
、
裘
錫
圭
氏
は
実
行
の
意
志
が
あ
る
と
し
て
お
り
、
正
反
対
の

説
を
唱
え
て
い
る
。

先
秦
文
献
中
の
「
其
」
に
つ
い
て
は
、
裘
氏
が
延
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
希
求

す
る
意
志
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
甲
骨
文
に
は
そ
の
傾
向
は
一
切

見
ら
れ
な
い
。
ニ
ビ
ソ
ン
氏
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
第
一
期
賓
組
以
外
に
は
そ
の

傾
向
は
強
く
な
く
、
賓
組
に
つ
い
て
も
、
前
掲
の
③
や
⑪
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、

②
の
よ
う
な
例
外
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
説
の
誤
解
の
重
要
な
点
は
比
率
の
問
題
で
は
な
く
、
望
ま

（

）
３２

（

）
３３
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し
い
か
否
か
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
望
ま
し
く
な
い
内
容
が
可
能
性
と
し

て
除
外
さ
れ
る
こ
と
を
混
同
し
た
こ
と
に
あ
る
。

甲
骨
文
の
対
貞
で
は
、
結
果
と
し
て
望
ま
し
い
内
容
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
多
い
の
で
、
何
ら
か
の
工
作
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
⑪

（
再
掲
）
で
は
、
対
貞
の
う
ち
望
ま
し
く
な
い
内
容
に
つ
い
て
も
兆
辞
が
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
占
卜
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
。

⑪
甲
午
卜
延
貞
、
東
土
受
年
。
二
告
。

甲
午
卜
延
貞
、
東
土
不
其
受
年
。
二
告
。

従
っ
て
、
望
ま
し
く
な
い
内
容
で
あ
っ
て
も
、
形
式
的
に
は
可
能
性
が
除
外
さ

れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、「
其
」
字
を
非
疑
問
文
の
根
拠
と
す
る
ニ
ビ
ソ
ン
説
・

裘
説
は
誤
り
で
あ
る
。

結

び

本
稿
は
、
甲
骨
文
を
占
卜
で
は
な
い
と
す
る
諸
説
を
受
け
て
、
甲
骨
文
の
問
答

形
式
な
ど
を
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
甲
骨
文
と
は
、
将
来
の
可
能
性
の
提
示
に

対
し
、
段
階
を
持
っ
た
回
答
が
与
え
ら
れ
る
変
則
的
な
問
答
形
式
の
占
卜
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
貞
字
に
つ
い
て
『
説
文
』
の
解
釈
が
妥
当
で

あ
る
こ
と
や
、
従
来
は
疑
問
助
辞
と
さ
れ
て
い
た
文
末
語
は
字
義
の
転
化
し
た
吉

凶
語
で
あ
る
こ
と
な
ど
も
論
じ
た
。

甲
骨
文
が
、
少
な
く
と
も
形
式
的
に
は
占
卜
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
次
の
二
点
の
問
題
を
提
起
し
た
い
。

ひ
と
つ
は
占
卜
に
お
け
る
殷
王
の
利
害
関
係
で
あ
る
。
例
え
ば
⑰
は
、
五
日
目

の
乙
丑
に
雨
が
降
る
か
を
問
い
、
王
が
四
日
目
の
甲
子
で
あ
る
と
占
い
、
実
際
に

甲
子
に
雨
が
降
っ
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
が
、
現
代
で
す
ら
雨
が
降
る
の
が
何
日

後
か
を
予
測
す
る
の
が
難
し
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
結
果
を
知
っ
た
上
で
の

繇
辞
の
改
竄
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
。
し
か
し
、
占
い
を
正
解
に
見

せ
か
け
る
こ
と
で
、
具
体
的
に
殷
王
に
ど
の
よ
う
な
政
治
上
の
利
点
が
あ
っ
た
の

か
は
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

も
う
ひ
と
つ
は
時
代
差
で
あ
る
。
甲
骨
文
の
初
期
に
は
、「
歯
を
疾
む
か
」「
娩

す
る
に
、
嘉
な
ら
ん
か
」
の
よ
う
な
人
為
的
に
は
決
め
ら
れ
な
い
事
柄
が
多
く
占

卜
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
が
、
中
後
期
に
は
、
田
猟
や
祭
祀
の
よ
う
な
人
が
能
動

的
に
行
う
事
柄
が
主
に
占
卜
さ
れ
て
い
る
。
時
代
ご
と
に
統
計
を
と
る
こ
と
に
よ

り
占
卜
に
求
め
ら
れ
た
役
割
の
変
化
も
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
は
、
甲
骨
占
卜
だ
け
で
は
な
く
、
殷
代
政
治
史
に
も
相
互
に
関
わ
り
を

持
つ
も
の
で
あ
り
、
研
究
が
進
め
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
が
論
じ
た
甲
骨
文
の
問
答
形
式
は
、
対
貞
と
選
択
形
式
の
み
で
あ

っ
た
か
ら
、
今
後
、
単
独
の
占
卜
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

註（
１
）
岩
波
書
店
、
第
五
版
（
一
九
九
八
年
）。

（
２
）
郭
沫
若
主
編
『
甲
骨
文
合
集
』
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
。

（
３
）
甲
骨
文
の
繇
辞
に
は
「
不
吉
」
に
比
較
し
て
「
吉
」
が
圧
倒
的
に
多
い
。
す
で

に
白
川
静
「
卜
辞
の
本
質
」（『
立
命
館
文
学
』
六
二
、
一
九
四
八
年
）
が
、
甲
骨

文
は
形
式
的
に
は
占
卜
で
あ
る
が
、
実
質
は
儀
礼
的
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
４
）
一
部
が
省
略
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

（
５
）「
貞
」
は
「
以
下
の
内
容
を
占
う
」
意
で
あ
る
た
め
、
命
辞
の
文
頭
と
見
な
す
こ

と
も
で
き
る
。 （

）
３４

甲
骨
占
卜
の
問
答
形
式

一
〇



（
６
）
羅
振
玉
『
殷
墟
書
契
考
釈
』（『
羅
雪
堂
先
生
全
集
』
三
編
所
収
、
文
華
出
版
公

司
、
一
九
七
〇
年
）
な
ど
。

（
７
）
一
九
七
二
年
に
学
会
発
表
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
が
、
本
文
が
手
に
入
ら
な
か
っ

た
の
で
高
嶋
氏
論
文
、
お
よ
び
雷
煥
章
『
法
国
所
蔵
甲
骨
録
』（
光
啓
出
版
社
、
一

九
八
五
年
）
の
要
約
を
参
照
し
た
。
こ
の
論
文
は
入
手
が
困
難
で
あ
り
、
後
掲
の

裘
錫
圭
氏
と
王
宇
信
氏
も
、『
法
国
』
の
要
約
の
み
を
参
照
し
て
い
る
。

lThe
bQuestioǹ

Questionz

（
８
）

（
学
会
発
表
論
文
）。『
法
国
所
蔵
甲
骨
』、
裘
氏

論
文
、
高
嶋
氏
論
文
の
要
約
に
拠
る
。

lSutudiesin
theLangageoftheS

（
９
）

hangOracleInscriptionszT'oungPao

（
通
報
）,Vol.LX,1974.

（

）『
古
文
字
研
究
』
三
、
一
九
八
〇
年
。

１０
（

）『
人
文
雑
誌
』
一
九
八
六
年
第
一
期
。

１１
（

）『
中
国
語
文
』
一
九
八
八
年
第
一
期
。

１２
（

）『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
一
〇
、
一
九
八
九
年
。

１３
（

）
白
川
静
「
卜
辞
の
本
質
」
が
、
甲
骨
文
は
形
式
的
に
は
占
卜
で
あ
る
が
実
質
的

１４
に
は
祈
祷
・
修
祓
で
あ
る
と
す
る
の
を
高
嶋
氏
が
拡
大
解
釈
し
、
形
式
的
に
も
祈

祷
・
修
祓
で
あ
る
と
し
た
説
。

（

）「
申
論
殷
墟
卜
辞
的
命
辞
為
問
句
」『
中
原
文
物
』
一
九
八
九
年
二
期
、『
甲
骨
学

１５
一
百
年
』（
一
九
九
九
年
、
社
会
科
学
文
献
出
版
社
）
二
七
七
～
二
八
〇
頁
。

（

）『
左
伝
』
中
の
「
卜
」
は
甲
骨
文
の
用
法
と
異
な
り
、
吉
凶
判
断
ま
で
含
ま
れ
る
。

１６
（

）
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
編
『
亀
卜
』
第
二
章
、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
六
年
。

１７
（

）
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
に
は
「
不
用
」
の
験
辞
が
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

１８
（

）
甲
骨
文
中
で
「
用
茲
」
の
語
順
に
な
る
の
は
、「
茲
」
が
目
的
語
で
は
な
く
連
体

１９
修
飾
語
の
場
合
で
あ
り
「
用
茲
某
（
茲
の
某
を
用
い
ん
か
）」
と
い
う
句
で
あ
る
。

（

）
筆
者
は
実
際
に
牛
の
肩
甲
骨
を
用
い
て
占
卜
工
程
の
復
元
を
行
っ
た
が
、
亀
裂

２０
が
生
じ
る
際
に
は
高
い
音
が
発
生
す
る
。
こ
の
音
は
、
従
来
言
わ
れ
て
い
た
「
卜

puk

（
漢
音
ボ
ク
、
上
古
音
［

］）」
よ
り
も
、「
吉
（
漢
音
キ
ツ
、
呉
音
キ
チ
、
上

kiet

古
音
［

］）」
に
近
か
っ
た
（
拙
稿
「
殷
代
占
卜
工
程
の
復
元
」『
立
命
館
文
学
』

五
九
四
、
二
〇
〇
六
年
）。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、「
吉
」
に
卜
兆
の
発
現
の
度
合
い

を
示
す
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

（

）
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
『
小
屯
南
地
甲
骨
』
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
。

２１
（

）
こ
の
甲
骨
片
は
第
二
辞
の
上
部
が
欠
損
し
て
お
り
、
そ
の
部
分
に
第
二
辞
の
験

２２
辞
が
記
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

（

）
左
列
も
同
様
の
対
貞
で
あ
り
、
内
容
は
「
壬
、
啓
。
大
吉
。
用
」「
不
啓
。
吉
」。

２３
（

）
姚
孝
遂
主
編
『
殷
墟
甲
骨
刻
辞
粧
釈
総
集
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
八
年
）
は
、

２４
合
集
二
八
五
四
六
に
つ
い
て
「
丁
至
庚
、
不
遘
小
雨
。
大
吉
」「
丁
至
庚
、
其
遘
小

雨
。
吉
。
茲
用
。
小
雨
」
と
し
て
お
り
、
卜
兆
の
強
さ
と
「
茲
用
」
が
逆
転
す
る

が
、「
茲
用
小
雨
」
は
「
吉
」
字
か
ら
離
れ
て
骨
片
の
欠
損
部
分
に
近
い
位
置
に
記

さ
れ
て
い
る
の
で
、
欠
け
た
別
辞
の
験
辞
で
あ
ろ
う
。

（

）
正
確
な
比
率
は
不
明
。

２５
（

）
先
秦
文
献
中
の
月
齢
を
表
示
す
る
語
に
、『
尚
書
』
顧
命
・
康
誥
に
見
え
る
「
哉

２６
生
魄
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
既
生
覇
」
の
「
既
」
を
「
哉
」
に
誤
り
、「
覇
」
が

「
魄
」
に
仮
借
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
例
外
的
に
西
周
代
の
用
法
の
名
残
が
見
ら

れ
る
。

（

）
祖
先
祭
祀
に
お
け
る
「
乎
（
呼
）」
の
具
体
的
な
儀
礼
は
不
明
。

２７
（

）
仮
借
か
も
し
れ
な
い
が
、
殷
代
の
発
音
は
確
実
に
は
知
ら
れ
な
い
た
め
明
ら
か

２８
に
で
き
な
い
。

（

）「
鬼
」
は
地
名
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。

２９
（

）
李
学
勤
・
斎
文
心
・
艾
蘭
『
英
國
所
蔵
甲
骨
文
字
』
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
。

３０
（

）
第
二
・
五
期
に
は
「
正
月
」
の
語
も
存
在
す
る
。
な
お
、
ど
の
時
代
に
お
い
て

３１
「
た
だ
し
い
」
の
訓
が
発
生
し
た
の
か
は
特
定
で
き
な
い
。

（

）
複
文
で
の
解
釈
も
一
応
可
能
で
あ
り
、
書
き
下
せ
ば
、「
今
、
王
、
望
乗
を
従
え

３２
下
危
を
伐
つ
は
、
有
祐
を
受
く
れ
ば
な
ら
ん
か
」「
今
、
王
、
望
乗
を
従
え
下
危
を

伐
つ
勿
き
は
、
其
れ
有
祐
を
受
け
ざ
れ
ば
な
ら
ん
か
」
と
い
う
訓
読
に
な
る
。

（

）『
甲
骨
学
一
百
年
』
二
七
九
頁
。

３３
（

）
娩
は
出
産
の
意
。
嘉
は
男
児
出
生
の
意
（
こ
れ
は
合
集
一
四
〇
〇
二
「
嘉
な
ら

３４
ず
。
惟
れ
女
な
り
」
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
）。
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